
一戸町告示第 １６号

令和 ８年 ２ｙｘ５日

１ 工事概要

（１）エ 本竡

（２）工事場所

（３）工事甄１容

（４）工　期

条件付一般競争入札ぬ告

一戸ぢ長　小蒭聯　美

（１）エ 本竡　　－ドぢ水心管路第 ２期耐震化６ そ工事

（２）工事場所　　 岩手県二Ｆ郡一‾Ｆ剛中ＬＬＪ 宇軽異沢、大畑地内

（３）工事甄１容　　 髱水管大数工　髱水ｙ目 ポリ エチ レン管　 い００　 Ｌ＝８１ ９． ８ｍ

（４）工　　 期　　 令和 ８年 ３ＪＩ　３１　日ｍり

２　 入札予定 日　　 令和 ８年 ２ｊ　２０　日（を）　 午前　 １１ 時００分

会場　岩手県二戸郡一Ｆぢ高善寺宇大ＪＩ ＼鉢 ２４ 番地９

－‾戸黙役場庁舎　 ３階　大会議室

３　 入札参加資格

（１）一Ｆぢ肖１に主たる営業所又はその他の営業所 （別紙参獸のこと。） を有する者で、令鵝

７・ ８年度Ｆ営せ加工事請負資格者名簿に水道施設工事のを録があ る者。

（２）次 に掲げる 要件 を満たしてい るこ と。

①　 覧方 自治隹施行令 （昭和２２年政令第１６そ）第 １６７条の４ 第１ 項の規定に該肖しない者

であ るこ と。

②　嵬数業法 （昭和２４年悵律第１００ 脣） 第３ 条第 １項の規定に よる 許ｊｊ］‘を受け てい るこ

と。

③　せ設戛羝第２７条の２３第 ２搾に規定す る経営事項審を（総合罌定植を 句、得してい るも

のに諏る 。） の有効期間（経営事項審をの審査ま準日 から １年 ７ＪＩ） を経１１ していない

こと。

④　会社ぞ圭法（年式 １４ 年法律第 １５４や）に基づき‾ｔ生手続開始の申をてがな されている

者叉は民事肖圭法 （平成１１年法律第２２５ 号） に基づき再生手続飄始の申 ２きてが なされて

いる者（ただ し、 更生手続又は再生手続殞始の決定後、入札参加資格のみ認定を受けて

いる場合を除 く。 ）でないこと。

⑤　条件付一般競争入札参加資格確認申請書の申請の 日か ら落札決定の 日ま での期間 に、

次のいずれかに該肖していない こと。

ア　 ぢ営建設工事に係る指名停止等措置基準 ［平成１５年 ｎＪ］２５日 制定。社下「措置基

準」 とい う。 ）八び県営‾き設工事に係 る指名停止等措置基準 （平成７ 年２ 天１ ９日 岩手県

制定）に基づ く指名停止又は文書警告を受けている者であるこ と。



イ　 せ設業法第２８条第３ 項又は第 ５項の規定に より が象工事に筧ちする業まについて岩

手県において営業の停止を命ぜられた者で、 串請の日 から落札決定の日 までの回にその

処分の期間が経る していない者であ るこ と。

⑥　条件付一般競争入札参加資格確認申 請書の提ぷ日 現在において措置ぷ準にｔづく 夕霧警

告を受けてから１ ｊを経過している こと。

⑦　 １に示し た工事に ２に示す入札 日ま でに雇ｙ目してい る者を圭任技術者 として祉置でき

るこ と。

⑧　ぢ税の滞納がないこと。

⑨　 賢、下に定め る届 出の義務を履行していない者（当該届ｍの義務がない者を除く 。）で

ないこと。

・健康保険法 （大ｉＥ　１１ 年法律第 ７０ 号） 第４８条の規定に よる 届けｉの義務

・厚生年金保険悵 （９和２９年法律第１ １５ そ） 第２７条の規定に よる ぷ６ ｍの義務

・雇万１ イ宋険法 （昭和４９年法律第１ １６ 号） 第７ 条の規定によ る届 皀の義務

４　 照会先　 郵便番号 ０２８－５３ ｎ　 岩手県二戸郡一戸ぢ高善寺宇大川鉢 ２４ 番地９

一戸黙上下水道敷　電話番号 ０１９５－３３－４８５２

５　 入札説鴉霧の髱付期間及び祉イ才） 場所　令加 ８年 ２Ｊ１６ 日（金） から 令うＦ口 ８年 ２１ １３日

（金）ま での一‾戸ｙの休 日に関する条例（平成 ２年一八む条例第 ８昜）に規定する一ＦｍＴの休

日（び下 「社 日」 とい う。 ）を 除く 毎日 午前 ８時 ３０ 分か らｉＥ午まで八び午後 １時から 午後５

時ま で、 ４の場所で交付。

６　 申請書類　 一‾Ｆ黙上下水道課が髱付する条件付一般競争入札参加資格確認申請書 （回でｒ営庭鼈

工事の請負契約に係る条件付一般競争入札実施要領（平成 ２４ 年一や黙告示第９７そ。賢、下 「‾朧

鎖」 とい う。 ）様式第 ２そ）を提ｍする もの とす る。

７　 配付期間並びに髱付揚所八び申請書類の提出場所　令和 ８年 ２Ｊ１６ 日（金） から令和 ８年２

天ｊ　１３　日（金） までの休 日を除く 毎日 午前 ８時 ３０ 分か らｊ］Ｅ午ま で八び午後１ 時か ら午後５ 時ま

で、 ４の場所に持参の うえ、１ 部を提出する こと とし、郵送による提出は認めない。

８　 設計回書の回覧八び貸出　 令和 ８年 ２ｊ１６ 日（金） から令私 ８年 ２ｊ　１９　日（木） までの休

日を除く 毎日 午前 ８時 ３０ 分か らｊＥ午まで八び午後 １時から午後 ５時まで、４ の場所で回覧八

び責 しけｉし をす る。 貸しｍし は、 １者售た り２ 毀『萵と する。

９　 入札の無効　 このぬ告に示 した入札参加資格のない者のした入札、 入札者に求め られる義務

を履行し なかった者の した入札、そ の他人札に関する 条件に違反した入札は、無効と する。

１０　 その他

（１）手続において皆ム篦する 售語八びｊ！責は 日本語‾Ｒ、び口 木目 ２自責と する。

（２）入札イ来ぼをは免翳する。



（３）契約保証をは契め額の１００ 分の １０ 孤上の額を納イ才する こと。ただし、一ドぢ財務規ｍ

（昭和５０年一ＦＦ規則第 １７ 倚） 第１ ３２ 粂第 １項各号に掲 げる 担保の提供を もっ て契約保

証金の納付に代え るこ とができ る。 また、一戸黙財務規則第１３１ 条第 １号又は第２ 号に掲

げる場合は、 契約保を金の納付を免除する。

（４）本工事 は、 予定価格を事後価表と する こと。

（５）入社肓に積算の内訳 （数回、 単イ卷Ｔ反び金額）を鴉ちかに した工市費鸚訳書 （要：領様式第

７号）を提出する こと 。工事費内訳書と 第１ 回目 の入札害のを額は一致 させ るこ とと し、

一致 しない場合は失格 とな るこ と。 なお、入札と 鶚時に工事費 甄］訳書を提ｍできない場合

は、 恪、該入札に参加でき ない こと。

（６）６ の害類にまイあのお載をした者にが して は、 措置ぷ準にぷづき 、指名搾止の措置 を行 うこ

とが ある。

（７）６ の書類の提ｍ者には、 条イ牛暁一般競争入社参加資格確認結束Ｊお］害 （要領様式第 ６竹）

を令和８年２ ヂｊ　１８ 日（水） までに送付する。

（８）３ の入札参加資格を満たしている者であっても、不ｊＥ又は不誠実な行為があった場合、経

営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、 参加資格を認めないこ とが

ある。

（９）入札参加資格がないと認められた申請者は、条件付一般競争入札参加資格確認結驚］丞ぬ害

によ りｊａ知のあった 日か ら令和８ 年２ ブ１　１９　日（木） までの回、書面（様式任意）に よりそ

のミ由の説明 を求 める こと がで きる。

岡　その他詳篶］については　 一‾評判上下水心ほがＥ付する条件付一般競争入社説緊書蓼、び条件

付一般競争入札む得による。

㈲　本工事の予算繰越に係る工期は、２００ 日ｒＭＩ とな る予定である こと。



別紙

圭たる営業所又はその他の営業所について

一珊ｙの競争入札参加資格における圭たる営業所又はその他の営業所と は、 次の要件を満たし

ているこ とが前提とな ります。

記

Ｉ　 圭たる営業所

主た る営業所 とは、ｔ設業をきむ営業所を統轄し、指揮ｔ醫八び獵傴、契霸締結の権ほを有す

る１ ヵ所の営業所をいいます。

Ｊ常は本社、 本店等ですが、名 目上の本社、 本店等であっ ても その実態を有 しないも のは該

肖しません。

Ｈ　 その他の営業所

その他の営業所と は、 圭た る営業所曁外で概ね次の要件を備えてい る営業所をいいま す。

（１）本務所 としての形態を整えている こと。

・営業所の所在を凧ら かに した看板又は表札俗歌置さ れ、 付近から 肖該営業所の存在が容易

に確認できる こと。

・営業事務を執り 行え る机、電話、 ファ クシ ミリ 等の事務篦什器等が備えイ才け られてい るこ

と。

・常呂料金等、営業所経費の支払いが会社か ら支ｍされている こと。

（２）営業き卯Ｊ を行い得 る大大匙Ｔ垈なさ れて いて 、かつ、 責任者が存在 し常駐し てい るこ と。

・ら大ぢ民税申告書等において、営業所の人員Ｅ置が確認でき るこ と。

・大蝎な祉置がさ れていない場合、 又は髱置職員 が圭たる 営業所（本社 ・本店等）と 兼務で

不在になっている状況が頻繁と なっ てい る場合は、営業所 としては簒め られません。 （例え

ば、 電話が常毀不在転をになっ てい る、 単な る取次や連絡員のみをＥ置 している よう な場

合は、営業所として認められません。）

ｍ　 その他

田　必９に応じて関Ｒ書類の芟示を求める４合、 又は営業所の所在、実Ｓについて、 調ｔを行

う場合があり ます。

（２）Ｕ の（１）ｊｌび（２） について は、 主た る営業所にも 肖てはま る事羅です。

一戸黙上下水道課


